
景観資源の指定・登録の流れについて

指定・登録の
妥当性について議論

■現状
指定

提案

景観審議会

所有者の同意 内部決裁 通知・告示

景観資源部会登録

指定

提案 景観審議会 所有者の同意 内部決裁 通知・告示景観資源部会

登録

■変更後

市
もしくは
所有者

所有者に対し、制度につ
いて説明の上、同意書を
徴取

※状況により、意見聴取
前に同意の確認をするこ
とも考えられる

市長は、意見
聴取を行う

登録の妥当性
について議論

（報告）

所有者に対し、
指定・登録
通知書を交付

市長は、部会で議論した
結果を踏まえて、意見聴
取を行う

景観審議会

市長は、意見
聴取を行う


